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令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行がされなくなり、前日までに発行された健康保険証の

経過措置期間が令和7年12月1日で終了します。

経過措置期間が終了しますので、マイナ保険証をお持ちでない方に健康保険証にかわる「資格確認書」

をお届けします。

令和7年10月末時点でマイナ保険証をお持ちでない方へ

資格確認書を

お届けします

対象者
現在健康保険証をお持ちの方で、令和7年10月末時点でマイ
ナ保険証をお持ちでない方

お届け時期 令和7年11月中旬以降11月末日

お届け方法
各加入事業所担当部門へ郵送または社内メール便
任意継続者は自宅へ郵送

【資格確認書とは】
マイナ保険証をお持ちでない場合に、医療機
関等へ提示していただくハガキサイズの資格
証明書です。

【マイナ保険証をお持ちでない方とは】
・マイナンバーカードをお持ちでない方
・マイナンバーカードに保険証利用登録をして
いない方
・マイナンバーカードを返納した方
・マイナ保険証の利用登録を解除した方
・マイナンバーカードおよび電子証明書の有効
期限が切れた方

【sample】

【資格確認書イメージ】

1234 1234567

健康 一番
ｹﾝｺｳ ｲﾁﾊﾞﾝ

男

平成7年7月7日

令和7年11月20日 交付

令和12年10月31日

令和6年11月1日


